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フィ リピンにお ける中国人社会
中華総商会の役割 を中心 として 一

松島 宣広

ChineseCommunityinthePhilippines:

withSpecialReferencetotheRoleofFFCCCII

MATSUSHIMANorihiro

はじめに

2009年11月,マ ニ ラ に お い て 「第10回 世 界 華 商 大 会 」 が 盛 大 に 開 催 され た。

こ れ は1991年 の シ ンガ ポ ー ル で の 開 催 を 皮 切 りに,世 界 各 地 か ら中 国 人 の代

表 団 を 招 聰 し,二 年 に一 度 開 か れ て い る 中 国 人 の 集 ま り と して は最 大 の 国 際

会 議 で あ る。 第10回 を 数 え た マ ニ ラ大 会 も,「 華 商 の 連 携 を 強 化 し,経 済 的

繁 栄 を 促 進 しよ う」 との 大 会 テ ー マ の も と,世 界22力 国 か ら3000人 を こえ る

中 国 人 が 参 加 した 。 ア ロ ヨ大 統 領,デ カ ス トロ副 大 統 領 を は じめ とす る政 府

要 人 も来 賓 と して 招 か れ,4日 間 に わ た る会 議 は 盛 況 の う ち に終 了 した 。

この 大 会 を主 催 した の は,フ ィ リピ ン中 国 人 社 会 に お け る代 表 的 な 商 業 組

織 で あ る 菲 華 商 聯 総 會(FederationofFilipino-ChineseChamberof

CommerceandIndustryInc.:FFCCCII)(以 下,通 称 を使 用 し 「商 総 」

と記 す)で あ り,世 界華 商 大 会 の マ ニ ラ で の 開 催 は,商 総 に と って 画 期 的 な

出来 事 と な った 。 そ れ は,フ ィ リ ピ ン に お け る中 国 人 社 会 に歴 史 的 に 形 成 さ

れ た 特 殊 性 に よ る もの で あ る。 フ ィ リ ピ ンは,他 の東 南 ア ジ ア諸 国 と く らべ,

も と も と米 国 や 台 湾 との 結 びつ き が 強 く,し た が って 中 国 人 社 会 も台 湾 国 民

党 の 影 響 を強 く受 け て き た 。 フ ィ リ ピ ンは米 国 に と って は じめ て の ア ジ ア に

お け る植 民 地 で あ り,地 理 的 に も台 湾 と は最 も近 い こ と も あ っ て,反 共 政 策
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の砦 として台湾との強力なつながりを持ち,東 南アジアにおいて蒋介石が訪

問したの もフィリピンのみであった。そのような歴史的背景 もあり,東 南ア

ジア諸国のなかでは,唯 一フィリピンにおいてのみ台湾国民党が支配する中

国人組織が存在 し,中 華民国使館や国民党フィリピン支部,実 質支配化にあ

る中華総商会などによって,国 民党がフィリピン中国人社会の指導的地位を

占めていた。1975年 に中国との国交を樹立 し,台 湾 との国交を断絶した後 も

その傾向は続き,特 に商総の理事長は長年親台湾派によって占められてきた。

商総が初めて使節団を中国に派遣 したのは,国 交樹立から20年近 くが経過 し

た1994年 であった。アジア各国の中華総商会が政治的中立を旨とする中で商

総の政治性は際だっており,そ れが時として国際的な中国人のつなが りか ら

フィリピンを孤立させ る傾向にあったことは否めない。そ して,中 国の国際

社会 におけるプ レゼ ンスの強化にしたが って,フ ィリピンの中国人社会にお

ける商総の影響力は低下 しているといわれてきた。そのようななか,中 国人

社会 における世界最大の会議である世界華商大会を主催 し,フ ィリピンにお

ける代表的な中国人組織であることを内外に示すことは,退 潮傾向にあると

いわれてきた商総にとって悲願だったに違いない。

本稿は,東 南 アジアにおいて特異な歴史を歩んできたフィリピンにおける

中国人社会の特徴を,中 国人組織の代表格である中華総商会の歴史を通 して

明らかにしようというものである。中華総商会という,い わば企業組織や同

業者 によって結ばれる中国人組織は,事 業を起こす際の必要な援助を行う組

織 として,企 業家の集まりであることか ら資金調達能力が高 く,共 同の利益

を追求す る開放的な組織であるとされる1)。これは,い わゆる 「傘型組織」

(UmbrellaOrganization)と して中国人社会を統合する機能を持ち,ビ ジ

ネス以外で も,コ ミュニティの代弁者 としての役割 も果た してきた。そして,

フィリピン中国人社会においても,そ のような 「傘型組織」としての機能を

果た してきたのが中華商総会であり,そ の後の商総であった。特に商総は,

1975年 まで現地社会 と中国人社会 との橋渡 しとして,コ ミュニティ横断的な

統括組織として中国人の利益を擁護する役割を果たしてきた。 とくに,中 国

人の政治経済的利益が危機にさらされている場合,商 総の存在はそれだけで

中国人社会のいわば安全装置として機能 してきたのである。
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しか しながら,1975年 の比中国交樹立以降,多 くの中国人が現地国籍を取

得,自 身を 「フィリピンにおける中国人」(PhilippineChinese)と いうより

はむ しろ 「中国系 フィリピン人」(ChineseFilipino)と して認識す るよう

にな り,そ のような中国人社会 と現地当局 との橋渡 し的な組織の必要性は低

下 しているといわれている。現地生 まれの若い中国人が増えるにつれ,世 代

間に広がる政治的意識の違いが生まれ,中 国人社会のスポークスマンとして

の商総の独占的地位は低下する。特に,親 中親台のこだわ りのない若い世代

にとって,総 商 はあまりにも政治に左右されると映るようである。そのよう

な中国人社会における世代交代に伴い,中 国人社会の特徴も変化 し,中 国人

組織 自体の機能 も変質 しつつある。本稿では,フ ィリピンにおけるそのよう

な中国人社会の変化を,中 華総商会の機能を通 して考えてみたい。

なお,フ ィリピンでは,後 述す る歴史的事情か ら中華総商会 と総商が並存

する時期があり,タ イ トルに掲げた 「中華総商会」 とは,フ ィリピンにおけ

る商業組織全般をさす ものとする。 また,一 般的に,在 外 中国人のうち中国

国籍を もつ ものを 「華僑」,居 住国の国籍を取得 した ものを 「華人」 とす る

定義が用いられているが,本 稿では,「 華僑」「華人」を問わずフィリピンに

居住する中国系住民一般をさす ものとして 「中国人」を使用する。

1.中 国人社会 における対立と中華総商会

中国人組織 として通常言及されるのは,中 華総商会などの商業組織や宋親

会などの血縁 ・地縁組織や慈善団体,そ して華文学校や華文新聞などの文化

団体である。 ウィックバーグによれば,そ れら中国人組織の機能 として以下

の四点があげられる。第一に中国人社会内部の調整および外部勢力 との交渉,

第二 に会員への福利厚生,第 三に利益の主張 と達成,そ して文化の保存と再

中国化である2)。そのような機能を概観すれば,従 来の研究が中国人社会を

「閉じた社会」 として扱い,主 として中国人社会内部の秩序を維持 し,固 定

化する役割を観察 していたことがうかがえる。それは,個 々の中国人組織の

分析 においても例外ではな く,中 華総商会の歴史を中国人社会内の権力闘争

の歴史ととらえる見方は,こ れまでの業績に一貫 してみられる傾向である。
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前述のように,他 の東南アジア諸国とくらべ,フ ィリピンにおける中国人

の特徴の一つは,米 国および台湾 との政治的距離の近 さという点である。そ

れゆえ,親 中親台といった政治志向性の対立がもっとも先鋭化す るの もフィ

リピンであり,特 に移民第一世代は,そ のようなイデオロギー対立によって

分断されてきたといっても過言ではない。そのような国民党支配の中国人組

織は,フ ィリピンが中華人民共和国と国交を樹立 し,台 湾が国際的な地位を

失 った70年 代以降,少 な くとも中国の改革開放政策が実施 される時期まで続

くのである3)。したが って,フ ィリピンにおける中華総商会の分析では,他

の東南アジア諸国における中華総商会の研究 に見 られ るような,中 国指向か

現地指向か という中国人社会の方向性による違いに加え,親 中あるいは親台

という対立軸による権力闘争が観察対象 となっていた。

そのような,国 民党をはじめとする右派による政治的優位性の獲得を,中

華総商会をはじめとす る中国人組織を通 して分析 したのが,ブ レーカーによ

る研究である4)。それによれば,フ ィリピンにおける中国人組織の動静 は,

すなわち中国や台湾の政治動 向に 自らを同一化 させ る 「伝統主義者」

(Traditionalist)と,中 国や台湾のとのゆるやかな関係 は維持 しなが らも,

中国人 コ ミュニ テ ィにお ける政 治 に関心 を持 つ 「ナ シ ョナ リス ト」

(Nationalist)と の間の主導権をめぐる権力闘争の結果であるとし,中 国人

社会 と現地支配権力 との間に介在する中国人組織の指導的地位をめ ぐる対立

軸が,い かに 「中国」を意識 して形成されたものであるかを明 らかに した。

また,特 に第二次大戦における抗 日運動を境 として力を失っていったマニラ

中華総商会に代わって中国人社会の指導的地位を獲得 した商総の1954年 にお

ける中華総商会か らの分裂を 「ナショナリス ト」の台頭 ととらえ,伝 統的に

経済的利益の保護者 として 「穏健的」な行動を旨とした中華総商会において,

いかにして国民党という特定の党派が支配力を獲得 していったのかを分析 し

ている。また,同 様の視点による研究としてあげ られ るのが,マ クベツによ

る中国人社会の研究である。マクベツは,特 にフィリピン中国人の青年層の

政治参加意識の変化における華文学校な どの中国人組織の役割を分析 したが,

その中で,中 華総商会の分裂を当時の 「国民党派」(PartyClique)と 「中

華総商会派」(ChamberClique)と の分裂 と捉え,中 華総商会派 も国民等
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籍を持っていたことから,あ くまでも中華総商会の分裂は商会内部の国民党

員同士の権力闘争の結果であり,中 国人内部のイデオロギー対立や中国との

かかわ りという路線対立の反映 としてそれを捉えたブレーカーの主張をより

鮮明な形で提示 した%

また,中 華総商会の歴史自体 も,そ のような対立軸を中心に観察すること

によって記述 されている。カリーニ ョは,設 立以来の商総の歴史を三期に分

け,台 湾政府 との強固な結びつきを基盤 とした商総のフィリピン中国人社会

における影響力の推移を検証 した6)。それによれば,国 民党支配の第一期 と

して,1954年 の商総設立か ら1974年 の比中国交正常化の一年前までをあげる。

この時代は,商 総が実質的に国民党支配下にある時代で,国 内中国人の利益

をフィリピン政府に受け入れさせ るために,主 として台湾政府の影響力を利

用 した時期であ り,ま た,比 華友好条約を背景 として,フ ィリピンにおける

中国人社会の保護者 として影響力を行使 した国民党支配の時代である。第二

期は,1975年 の比中国交樹立直後から1993年 までである。 この時期は,い ま

だ国民党支配が強いものの,さ まざまな親中中国人組織が設立され,商 総の

支配的地位が新興中国人組織から挑戦を受けた時期である。そして,第 三期

の始 まりとして,1994年,商 総は国交樹立からおよそ20年 後,初 めて中国に

使節団を送 り,翌 年には,そ れまでの親台派 と親中派の争 いを象徴 していた

理事長選挙において国民党派が初めて敗北,そ れ以来,商 総は政治色を中和

し,で きるだけ政治色を薄めた純粋な経済団体としての活動を進めている。

東南アジア諸国において親中親台を問わず強い政治色をもつ中国人組織が

早期 にその影響力を失 っていく中で,な ぜフィリピンのみ40年 間という長き

に渡って国民党優位の中華総商会が存在可能だったのか,そ のような問題関

心に基づ くカ リーニ ョの分析は,単 に中国人組織の機能分析という枠を超え

て,歴 史的に形成されたフィリピン政治社会への分析枠組みとしての意義を

持つ。そこで提起された,中 国人社会における商総の長期 にわたる支配体制

を揺 るがす左右対立の様相と,そ の衰退に伴 うフィリピン中国人社会の多様

化は,フ ィリピン中国人の政治化,政 治参加を考察す る上で非常に有益なも

のであるといえよう。

また,朱 は,カ リーニ ョとは異な り,1954年 の商総の誕生か ら1966年 を創
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立 期,1966年 か ら1957年 ま で を 「成 長 期 」,そ して1975年 か ら1994年 まで を

「安 定 期 」,1994年 か ら1998年 ま で を 「社 会 的 転 換 期 」,そ して1998年 以 降 と

区 分 して い る が7),い ず れ も中 国 と の 距 離 や 台 湾 国 民 党 との 関 係 に着 目 し,

時期 区 分 を行 って い る点 で,カ リー ニ ョ と同 様 の 視 点 を もつ もの とい え る。

2.フ ィリピン中国人社会における商業組織の設立

そ れ で は,フ ィ リ ピ ン にお け る 中 国 人 組 織 の 特 徴 を,そ の よ うな 対 立 軸 を

中心 に歴 史 的 に 概 観 して み た い。 ブ レー カ ー に よれ ば,フ ィ リ ピ ンに お け る

中 国 人 社 会 は,「 伝 統 主 義 者 」(Traditionalist)と 「民 族 主 義 者 」(national-

ist)の 相 克 の 歴 史 で あ る 。 後 者 の 民 族 主 義 者 と は 祖 国 中 国,も し くは 台 湾

を志 向 す る グ ル ー プ に類 型 化 さ れ,伝 統 主 義 者 は,居 住 国 の 中 国 人 社 会 に お

け る政 治 に よ り大 き な 関 心 を 払 い,親 台 親 中 の 姿 勢 を は ぐらか せ な が ら,国

内 中 国 人 社 会 で の 影 響 力 保 持 を主 眼 とす る。 これ は ま た,い わ ゆ る 「傘 型 組

織 」(UmbrellaOrganization)と して 中 国人 社 会 を 統 合 す る機 能 を持 ち,

ビ ジネ ス以 外 で も,コ ミュニ テ ィの 代 弁 者 と して 時 の政 府 と の橋 渡 し的 な役

割 もは た して き た 。

19世 紀 か ら20世 紀 初 頭 にか け て の 西 欧 諸 国 の 商 業 活 動 の 活 発 化 に 対 す る利

権 の 防 衛 を 背 景 と し て,菲 律 濱 中 華 総 商 会(PhilippineChinesegeneral

CamberofCommerce)が 設 立 さ れ た の は1904年 で あ っ た。 設 立 当 初 の 名

称 は 中華 総 商 会(ChineseGeneralChamberofCommerce)で あ っ た が,

1906年 に,中 国 との 結 び つ き を強 化 す る た め,中 国 政 府 の 指 導 に従 い そ の 名

を 馬 仁 拉 中 華 総 商 会(ManilaChineseGeneralCommercialAffairs

Association)に 改 め,こ れ に よ って 中 国 か らの 正 式 な 承 認 を得 た 。 そ の 後,

中 国 総 領 事(ChineseCouncilGenera1)が 中 国 政 府 と各 地 の 商 会 との 橋 渡

し と な り,1927年,非 律 濱 中 華 総 商 会(PhilippineChinesegeneral

CamberofCommerce)と な り,1931年 に は,非 律 濱 馬 仁 拉 中 華 総 商 会

(PhilippineManilaChinesegeneralCamberofCommerce)と な った 。

この 中華 総 商 会 の 目的 は,1927年 に改 正 さ れ た 憲 章 に よ って 明 らか に示 さ

れ て い る。 そ れ は,第 一 に,フ ィ リ ピ ン中 国人 の 利 益 を保 護 す る こ と,第 二
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にフィリピン中国人の経済的振興を図ること,そ して第三 にフィリピン中国

人間の親睦を図ること,最 後にフィリピンと中国間の貿易を促進すること,

である8)0そ して,中 華総商会はフィリピンの経済振興に対す る在比中国人

の積極参加を奨励するだけでなく,中 国人社会の最大の代弁者 として影響力

を拡大 していった。それは,そ のまま当時の米国植民地当局とのネゴシエー

ターとしての役割を担 うものであった。事実,そ のような中華総商会の役割

は,1902年 の中国人排斥法(ChineseExclusionAct)の フィリピン適用9)

や,1921年 の簿記法(BookkeepingAct)'o)の 成立に対す る米国への活発な

抗議行動に見ることができる。特に簿記法の成立の際には,中 華総商会は直

ちに国内中国人団体の意見を一本化,抗 議声明の草案を用意 し,当 時の総督

ハ リソン(FrancisBurtonHarrison)に 対 して法案の撤回を要請 した。

また,当 時の中華総商会の機能は,国 内中国人の保護および植民地当局 と

の折衝のみにととまるものではなかった。辛亥革命では,中i華 総商会を中心

とした中国人 による金銭援助 は390,000ペ ソに上 り,中 華民国建国の際にも

中華総商会は600,000ド ル もの寄付 をおこなっている。1912年5月,マ ニ ラ

中華総商会は正式に中華民国を承認 し,そ れ以降,中 華総商会は国内中国人

と中国政府 との橋渡 し役 として,国 民党政府 との結びつきを強めてい くので

ある"〕。中華総商会をはじめとす るフィリピン中国人組織は革命支援などを

通 して伝統的に孫文 と親 しかったが,孫 文の失脚後 も衰世凱国民党政府との

結びつきを続けた。1911年 の清王朝崩壊 とともに指導部の間に深刻な権力闘

争が生 じたシンガポール中華商会などと異な り,フ ィリピン中華総商会には

中国大陸の体制交代などによる動乱 によって受ける影響は少なかった。それ

は,フ ィリピンにおける中華総商会はほとんどが福建省出身者 と少数の広東

省出身者によって占められていたために,中 華総商会全体の活動 として故郷

福建 との結びつきを強めることが可能であったためである。 したがって,大

陸中央の政治動乱の際には,出 身地福建への活動にシフ トすることで,大 陸

中央の政治的影響を緩和することができた。 したが って,清 朝から国民政府

への体制変換やその後の国民党政府 における権力闘争 とは一定の距離を保つ

ことが可能であった'2)。そのことは,1916年 か ら28年 にいたる動乱期におい

て中華総商会の主とした活動が,国 内中国人のためのアメリカとの折衝のほ
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か に,福 建 省 当 局 お よ び 厘 門 に お け る ア メ リ カ領 事 館 との 結 び つ き で あ っ た

こ とか ら も伺 え るの で あ る。

そ して,当 時 の フ ィ リ ピ ン中華 総 商 会 に お け る対 立 軸 は,大 陸 中 国 に お け

る政 治 体 制 や政 治 信 条 を め ぐる もの で は な く,ブ レー カ ー が 指 摘 した よ う に,

中 国 の 政 治 に よ り深 くか か わ るべ き だ とい う 「ナ シ ョナ リス ト」(民 族 主 義

者)と,組 織 の 生 存 の た め に海 外 との か か わ りを で き るだ け避 け,国 内問 題

に 専 念 す べ き と主 張 す る 「トラ デ ィ シ ョナ リス ト」(伝 統 主 義 者)の 対 立 で

あ った'3)。1920年 代 か ら30年 代 に か け て は 中 華 総 商 会 を 率 い て い た の が 伝 統

主 義 者 で あ った こ と も,フ ィ リ ピ ンが 中 国本 土 の 政 治 動 乱 か らは一 定 の 距 離

を保 つ こ と が で きた ひ とつ の 要 因 で あ っ た。

そ の よ うな ナ シ ョナ リ ス トは通 常,国 民 党 フ ィ リ ピ ン支 部 に所 属 して い た。

国民 党 フ ィ リ ピ ン支 部 は1914年 に設 立 され,1923年 ま で の 活 動 休 止 期 を は さ

ん で,蒋 介 石 の1928年 の 南 京 政 府 樹 立 に よ って そ の活 動 を 再 開 し,主 と して

本 土 へ の 支 援 お よ び そ の 後 の フ ィ リ ピ ンに お け る抗 日運 動 の 中心 的 役 割 を果

た して行 くの で あ る。 実 際,1930年 代 の 日本 の 中 国侵 略 に よ って,国 民 党 フ ィ

リ ピ ン支 部 は 中 国 領 事 館 と と も にPhilippine-ChineseAnti-Japanese

Associationを 結 成,国 内 中 国人 の 指 導 的 立 場 を 中華 商 会 と二 分 す る こ と と

な るの で あ るLUO

3.中 華総商会の指導力低下と商総の誕生

フ ィ リ ピ ン中 国 人 社 会 にお け る 中 華 総 商 会 の 支 配 的地 位 が 揺 らぎ 始 め る の

が,日 本 軍 の フ ィ リ ピ ンへ の 侵 略 か らで あ った。 当時 の 中 国 人 社 会 の 日本 軍

へ の 抵 抗 は,主 と して 日本 製 品 の ボ イ コ ッ トを 通 して行 わ れ て い た が,こ の

こ とが,当 時 中 国 人 が多 数 を 占 め て い た 小 売 業 に大 き な打 撃 を与 え た 。 中 国

人 が80%か ら90%を 占 め て い た とい わ れ る小 売 業 が,日 本 製 品 ボ イ コ ッ トに

よ って そ の比 率 を65%に まで 低 下 し,日 本 軍 が 新 た に組 織 した小 売 業 ネ ッ ト

ワ ー ク に そ の シ ェア を 取 って 代 わ られ た'5)。そ の た め,当 時 の 中華 総 商 会 副

議 長 で あ った 蒔 敏 老(AlfonsoSycip)は,1939年 の 中 国 人 商 務 委 員 会 の 席

上 で,「 フ ィ リ ピ ン に お け る 中 国 人 は 当 初 の 商 人 と して の 使 命 を 取 り戻 し,
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軍事的政治的な出来事に過度に巻き込まれることを避けねばならない」と語

り'6),日本製品を受 け入れることによって日本側の利権拡大を阻止する方針

に転換 した。

しか し,1942年,日 本軍のフィリピン侵略 によって中国領事館員 と中華総

商会指導部蒔敏老 らを拘束,も しくは追放 し,あ らたに日本軍への協力を目

的とした組織を設立 した。この出来事 によって,中 華総商会当初の利権保護

という戦略は完全に破綻 し,国 内中国人の抗 日運動は,領 事館や中華総商会

の手か ら,国 民党フィリピン支部および中国共産党フィリピン支部にその主

導権が移ることにな り,中 華総商会の中国人社会における指導力を低下させ

ることとなったのである。また,日 本軍の占領 によって,中 華総商会内部の

権力関係にも大 きな変化が生 じた。伝統主義者であった当時の指導層の逮捕

によって,民 族主義者が代わって主導権を握 り,特 に抗 日抵抗運動において

活躍 した民族主義者が中華総商会において権勢を振るうことになる。このよ

うな権力構造の変化が,後 に中華総商会を分裂させ,国 民党主導の総商の誕

生へとつながる内部的要因となった。

そして,中 華総商会の分裂の外的要因となったのが,ジ ョーンズ法やヘア ・

ポーズ ・カッティング法などによって設立された独立準備政府には じまる,

フィリピン政府が提案 した数々の経済国民化法案であった。例えば,1941年

には,マ ニラ市(ManilaMunicipalBoard)が マニラの公設市場における

商売をフィリピン国民に限定するという決定を行い,第 二次大戦の影響で執

行が遅れた後,1945年 に実行された。それによって中国人 にはライセ ンスが

発行されず,中 国人商店は解体を余儀な くされた。また,1947年9月 にロハ

ス大統領令 によって設立 された 「フィリピン救済および商業再建管理局」

(Phi/ippineReliefandTradeRehabilitationAdministration:PRATRA)

も,反 華感情の顕在化 といわれている。これは,戦 後早期の混乱における食

料その商品の物価安定を目的として設立されたものであるが,当 時中国人に

よって独占されていた卸売業および小売業の管理 をフィリピン人の手に取 り

戻すことを視野 に入れたものであった17)0

また,経 済ナショナリズムを同様に示す動 きとしては,1939年 に国民会議

において議論 された,外 国人所有の小売業を免許制によってフィリピン人 も
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しくはアメ リカ人に委譲 していくという議案 にも現れている。そこでは,小

売業の開始をフィリピン人もしくはアメリカ人のみに限定すべきという議案

が提出されたが,小 委員会委員長であった副大統領オスメニアによって否決

され,実 行 には移 されなかった18)0こ れは,そ の時期の小売業国民化法が成

立 しなか った背景として,当 時小売業に進出 しつつあった日本人の利権を侵

食するものでもあったため,国 民化法は日本政府の介入を招 く,と の判断 も

あったようである19)。また,こ のような一連の国民化政策が矢継ぎ早 に政策

化 された背景 として,1953年 から政権を担 ったナショナ リスタ政権によると

ころも大きい。それは,例 えば1954年 だけで64回 にわたって数々の国民化法

が提案されているところからも示 されており?0),マ グサイサイ,ガ ルシア大

統領のナショナリスタ政権における 「フィリピーノ ・ファース ト」政策によっ

て,フ ィリピン人に経済上の優遇措置と保護を与える経済の国民化は,ま さ

しくフィリピン人による中国人経済への侵食を意 図したものであった。

いうまで もな くそのような国民化法案に対 して中華総商会はさまざまな抗

議行動を行 った。 しかしながら,当 時の中国人社会において一番説得力を持 っ

たのは,中 華民国大使館 による,1947年 に両国間で締結 された比華友好協定

に基づ く法的な抗議行動だった。 これは,当 時ほとんどの国内中国人がフィ

リピン国籍を持たなかったため,フ ィリピン中国人を中華民国 「国民」とし

て扱い,そ の権利の保護を求めるという中華民国大使館の戦略が一番大きな

説得力を持 ったか らである。 また,比 華友好条約には,「 両国国民は,お 互

いの国において動産,不 動産の売買や商業に従事する権利を持ち,そ のよう

な活動はその国の法律によって保障される」 とい う条文が含まれていること

から,比 華友好条約においては,中 華民国国民たるフィリピン中国人は政府

に対 して公式に抗議する権利す ら保障されていたのである2')。例えば中華民

国大使であった趙(ChowShu-kai)は,小 売業民族化法が議会の承認を得

た直後に数々の抗議行動を行っている。また,先 に述べたオスメニアによる

国民化法案への反対が中華民国とフィリピン政府高官 との話 し合いの直後に

されていることなどを見ても,最 終的に民族化法案を阻止することはできな

かったとしても,台 湾政府が行 った数々の抗議行動は中国人社会における大

使館の影響力を増大 させ,フ ィリピン政府に対する異議申 し立て機関として,
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フィリピンにおける中国人は台湾政府への依存を深めてい く結果 となったaz)。

また,当 時の大規模な共産主義勢力の掃討作戦 に対 し,中 華総商会は国民

党派 とは違い中立的な立場をとり,時 には共産主義 シンパへの 「魔女狩 り的」

な政策には反対 も表明し,フ ィリピン国軍による中国人施設への捜索に対 し

ても遺憾の意を表明 していた。そのような中立的な立場は,従 来の中華総商

会からはみれば伝統的なものであったが,中 華総商会内の親国民党派による

分裂の要因となった。特 に,一 連の国民化による経済的圧迫と,度 重なる国

軍による中国人施設への捜索という政治的な侵害により,そ れ らの脅威か ら

中国人社会を守 るためには,よ り強い組織が切望されたのである。伝統主義

者の並ぶ中華総商会の指導者層には,そ のように変容 した政治経済状況を乗

り切 るだけの新 しい指導力に欠けていた2㌔

1954年3月24日,中 華総商会第三 回全国代表者会 の席 上で,察 文華

(AntonioRoxasChua)や 銚廼箆(YaoShiongShio)な どによって,マ

グサイサイ大統領の反共産主義活動に対する全面的な協力を行 うための 「最

高」機関として菲華商聯絡會の設立が宣言された。その目的として以下の事

柄が設立趣 旨として宣言 された2d)。

① フィリピン政府の政策実行への協力

② フィリピンの商工業発展への寄与

③ 悪質な商業活動の是正

④ 商総に影響する法律の学習,解 釈および遵守,会 員への法令順守の徹

底

⑤ フィリピン人 と中国人との友好関係の促進

このような商総の設立 は,上 述の様にさまざまな外的要因が働いていた。

第一 に,マ グサイサイ大統領による国内中国人の経済への参加に対する呼び

かけに積極的に対応す ることで,国 民化法案 に反対す ること,中 国人の 「共

産主義化」を防止すること,不 正な徴税を規制すること等である25)0また,

マクベツによれば,中 華総商会の分裂は国民党自体の分裂 として捉えること

も可能である。つまり,中 華総商会の分裂は,そ のような外的要因や中国人

社会内部のイデオロギーの違いによる分裂ではな く,中 国人社会内部の権力

闘争の結果であるという。つまり,従 来の中華総商会の リーダーによる長期
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にわたる支配が,中 国人組織を硬直化 させ,分 裂を招いた ということであ

る26)0そ して,こ の分裂劇において中華民国大使館が示 した存在感は圧倒的

なものであった。すでに商総設立前年の1953年 か ら,中 国人商人たちの間に

は各商業組織の利益を擁護する力強 い代表組織の必要性が論議されており2D,

それらの議論は中華民国大使館に判断を仰 ぐ形で持ち込まれていた。当時中

華民国大使であった陳質平は当初,中 華総商会における分裂を仲裁する役割

を果た したが,そ の分裂が決定的なものであると判断し,「商総」設立を了

承 した?g)。このように,商 総設立をめ ぐる一連の過程 において示された中華

民国大使館の存在感は,フ ィリピン中国人社会における対立の仲裁が,中 華

民国大使館によって行われていたことを意味 していた。そ してそれは従来,

フィリピン中国人社会において中華総商会が果た してきた役割でもあったの

である。これによって,多 数の国民党員を理事会に抱えなが らも中立的な路

線によって中国人社会の支配的地位を保 ってきた中華総商会の役割が終了 し,

新たに登場 した統括機関としての中華民国大使館および国民党派に近い商総

が,そ の代弁者 として影響力を増大させてい くのである。事実,商 総はその

成立か らまもな く,台 湾領事館からもフィリピン政府からも,中 国人社会の

スポークスマンとして認め られた。

このように,「商総」の登場 と中華総商会の退潮は,フ ィリピン中国人社

会における新 しい時代を意味するものであった。商総誕生 「前」 と 「後」を

分かつ最大の特徴は,台 湾政府 と国民党の影響力の増大である。また,フ ィ

リピン中国人社会において日本占領時に生まれた対立軸は,商 総の登場によ

り,新 たな段階を迎えることになる。つまり,中 華総商会 における対立軸で

あった 「中国」か 「国内」という伝統主義者的対立軸に代わ り,新 たに親台

湾派を中心 とする 「商総」か,親 中国派である 「反商総」 という対立軸であ

る。

4.菲 華商聯総會における親台勢力

東南アジア諸国における中華総商会の主たる役割は,単 に中国人同士の経

済交流を促進するだけでな く,中 国人に対す る警戒感が伝統的に強い現地社
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会において,政 府とのパイプ役を果た し,現 地中国人社会 を防衛することに

ある。 しか しなが ら,植 民地支配が長 く宗主国が複数にわたったフィリピン

では,フ ィリピン現地社会に根付 く排華感情 による迫害を回避す るために,

中華総商会は,現 地政府の頭越 しに植民地宗主国との交渉を選択 した。その

構図は,ス ペイ ン時代にも当てはまる。排華感情が当時のスペイン政府との

つなが りのみで解決できない場合,初 期の行動は暴動であ り,後 期彼 らが求

めたのは清朝による保護であった。 したがって,生 存のためとはいえ,そ の

ような戦略は現地政府に権力の移譲が行われた後はなんら効力を発揮せず,

いわば現地社会の排華感情を温存 したままの解決であった。

したが って,歴 史上,フ ィリピンにおける中国人に対する排斥運動が阻止

されたケースは多々あるが,そ れが現地政府(厳 密に言えばフィリピン人)

の手 によって撤回されたケースは皆無に等 しく,す べて外国政府の介入によ

るものであった。スペインによる植民地時代は,ス ペイン本国の一貫 した移

民制限を緩和 したのはスペイン植民地政府の判断であった。また,1934年 の

憲法制定会議において,1935年 憲法に公共施設や小売業,穀 物取 り扱い業な

どの民族化が提案されたが,そ れが実行されなか ったのは,条 文化に必要な

米国大統領の認可が得 られなか ったためであった7P)0これは,政 策決定にお

けるフィリピン人の介入する余地が少なかったか らといえばそれまでである

が,そ れで も,フ ィリピン人が政策決定権を握った唯一の時期であるコモン

ウェルス時代に 「簿記法」をはじめとする排華ナショナ リズムが数 々の政策

として提案 されたことを考えれば,こ の事実はそ う誇張ともいえまい。そし

て,「 植民地政府」 という緩衝材を失 ったことによ り,正 面きって現地社会

と対応をす ることは,中 華商会はあまりにも非力であった。そのことが,中

華総商会の分裂 と総商の誕生の要因とな ったのである。

そのようにして成立 した商総 は,す くな くとも1975年 の中華人民共和国

(以下 「中国」 と記す)と の国交樹立 まで,台 湾 との強固な結 びつきを基盤

として,フ ィリピンにおける中国人社会の唯一の利益代弁者として強大な影

響力を誇った。商総が成立 した1954年 は,中 台間で海外中国人の支援をめぐっ

て対立が激化 している時期であった。 中国は当時,1963年 より始まった第一

次五力年計画において外貨資金の需要が高ま り,中 国人の 「特殊な任務」が
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強調 され,優 遇策の徹底が図 られた時期であった。53年 の全国人民代表大会

(全人代)の 選挙法において総議席数1226の うち30議 席を海外中国人 に割 り

当て,そ の後 も中国人の権利と利益の保護を保障することによって全人代の

構成要素 として規定 した3U)0そのような中,フ ィリピンは台湾とともに米国

との強固な反共同盟の一員として,台 湾 との強固な結びつきを保 ってきた。

もともと,フ ィリピン独立後真 っ先に承認を与えたのも中華民国政府であっ

たし,第 二次国共合作から内戦へ,そ してアメリカが支援 した南京政府が台

湾に逃亡 した際,逃 亡前夜の蒋介石はフィリピンに飛び,蒋 介石政権とフィ

リピンを中心 とするアジア反共軍事同盟の設立を試みた。 そのような台湾政

府 とフィリピン政府 との強い結びつきを背景 として,商 総 は,伝 統的な中国

人商業組織である中i華総商会に取 って代わり,フ ィリピンにおける影響力を

拡大 した。

国民党のフィリピン支部の歴史は古 く,1910年 代初頭に結成されて以来中

国人社会に拡大 し,抗 日運動にも積極的に参加 した。国民党が現地中国人社

会,特 に中国人エ リー トの支持を戦後直ちに獲得 したのは,大 戦中のこのよ

うな抗 日運動の組織化の動 きによるものであった3D。また,1949年 に国民党

政府が大陸から台湾に撤退 した際,最 初に使節団を台湾に派遣 したの もフィ

リピン国民党であった。当時の中国人社会の状況を見 ると,商 総,中 華学校

絡會,国 民党,宗 親会聯合會,反 共産主義連盟の五つが中国人組織における

「ビッグ5」 として影響力を誇 ってお り,特 にその中でも商総の影響力が際

立 っていた。特 に商総の影響力が最盛期にあった1970年 代初頭には,傘 下に

260を 超える中華総商会をフィリピン全土 に従えていた。また,国 民党 も130

の支部 と6,800人 の会員を擁する大きな組織であった。 このような商総をは

じめとする国民党勢力の伸張には,フ ィリピン特有の事情 として以下の理由

があげ られ る。第一に,東 南アジア諸国の中でフィリピンのみが,外 国の政

党支部を国内に設立す ることに寛容であったこと,第 二に,1950年 か ら60年

にかけて他の東南アジア諸国が中台問題 とは距離を置 く中で,フ ィリピン政

府のみが親台的なスタンスを明らかにしていたためである。

もともと,フ ィリピンの中国人社会におけるリーダーの選出には,外 部か

らの働きかけが大きく作用 していた。 スペイン時代,中 国人社会の リーダー
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(カ ピタン)に なるにはスペイン当局か らの承認がひとつの要件とされてい

た。そ して,ア メリカ植民地社会においては,や はり米国との折衝において

力を発揮す るものが リーダーの要件の一つであった。その必然的な結果とし

て,第 二次大戦後の フィリピン中国人社会の指導者の要件 となったのが大統

領府 とのパイプである。 また,中 華総商会内における権力委譲の観点か ら見

れば,伝 統主義者が優勢だった中華総商会に対する民族主義者による権力の

奪取が,総 商の登場であった。 このような,中 国人社会内での伝統主義者 と

民族主義者 との権力闘争 は,特 に中国ナショナ リズム運動が激化 した20世 紀

初頭か ら東南アジア諸国の中国人社会においてある程度観察される共通の現

象であるが,フ ィリピンでは,そ のようなナショナリス トが国民党 と結びつ

いていたことが特色であった。

商総における国民党支配の実相は,そ の理事長選出の過程において もっと

も先鋭化 した。たとえば1993年,フ ィリピン中国人の有名な富豪の一人であ

るルシオ ・タン(陳 永栽)32)が理事長へ立候補,落 選 した際には,国 民党政

府のあか らさまな介入があったことは周知の事実とされる。タンは中国に近

い人物として知 られており,二 回の立候補にもかかわらず理事長選に落選 し,

ようや く1999年 に理事長 に当選 した。1999年 のタンの商総理事長就任をもっ

て,総 商における国民党支配の終焉を見る声が多い。

タンは1979年 に商総に加入,時 の大統領マルコスとの親 しい関係にあった

ことか ら,1981年 に理事長選挙に立候補 した。国民党はタンの当選を阻むた

め,当 時理事長であったラルフ ・ヌブラ(高 祖儒)を 高齢であったに もかか

わらず担ぎ出し,ヌ ブラを当選させた。タンは,フ ィリピン航空の手中に収

めたあと,1993年 に再び理事長選に挑む。その際 も,国 民党は当時理事長で

あったヤオ ・エン・フエ(眺 榮輝)の 続投を画策 し,大 統領府に多数のロビー

活動を行 った。当時のラモス大統領は静観の構えを見せ,結 局ヤオは,タ ン

の辞退と引き換えに自身 も辞退 し,結 局 ジミー ・タン(董 尚真)が 理事長に

就任 した。 このように,理 事長選は新台湾の影響力を誇示する場でもあった。

商総は時々の政権,特 に大統領 と商総の指導者 との強力な結びつきによっ

て,そ の影響力を維持 してきた。その,時 々の政権を支え,安 定化 させるこ

とが利益集団として宿命的に背負 った習性であ り,そ れゆえに変化よ りも安
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定 を 望 む 。 例 え ば1965年,マ ル コス が 大 統 領 選 に望 ん だ と き,商 総 は 当初 現

役 大 統 領 で あ った マ カバ ガ ル 支 持 を 決 定 し,当 初 か ら優 勢 が 伝 え られ て い た

マ ル コ スか らの 支 持 要 請 を 拒 否 した。 そ の 際,マ ル コ ス を 財 政 的 に 支 援 した

の が,マ ル コス 大 統 領 の フ ィ リ ピ ン大 学 時 代 の 同 窓 で あ り,当 時 タ バ コ協 会

お よ び 織 物 協 会 を 率 い て いた ヌ ブ ラ で あ った。 マ ル コ ス 当 選 後,政 権 か らの

迫 害 を お そ れ た 商 総 は,ヌ ブ ラ を 会 員 に 引 き 込 み,政 権 との 関 係 安 定 化 を 図

る。 ヌ ブ ラ は,マ ル コス との 緊 密 な 関 係 を背 景 に,1966年 か ら1970年,1981

年 か ら1985年 と二 度 に わ た っ て理 事 長 を 務 め た。

中 国 人 を 自身 の 政 治 的 リソ ー ス と して 考 え 始 め た大 統 領 は,マ ル コ スが 最

初 で あ っ た とい わ れ る。 そ れ は,マ ル コ ス を 取 り巻 く当 時 の 環 境 に よ る もの

で あ った 。 彼 が 大 統 領 に 選 出 さ れ た と き,直 面 した政 敵 は 古 くか らの 富 裕 層

で あ り,そ れ に 対 抗 す るた め に は,中 国 人 の 持 つ リ ソー ス を利 用 し よ う と し

た の で あ る。 マ ル コ ス に と っ て商 総 は そ の よ うな リ ソー ス を手 に す るた め の

窓 口で あ った。 例 え ば,1961年 か ら開 始 さ れ,今 も続 く校 舎 建 設 運 動 を は じ

め とす る商 総 の 慈 善 活 動 が 大 統 領 プ ロ ジ ェ ク トと抱 き合 わ せ で 行 わ れ る よ う

に な っ た の は,マ ル コス 時 代 か らで あ る。 ま た,マ ル コス が1972年 に 戒 厳 令

を 公 布 した 際,フ ィ リ ピ ン 中 国人 は 真 っ先 に 支 持 を表 明 した。 こ れ は,1972

年9月29日,時 の 理 事 長 ア ン トニ オ ・ロハ ス ・チ ュ ア(察 文 華)が フ ィ リ ピ

ン国 軍 に よ って 拘 束 され,商 総 が 直 ち に戒 厳 令 を 支 持 す る声 明 を 出 せ ば,察

文 華 は 釈 放 され るだ ろ う と い う判 断 の も と,緊 急 理 事 会 に よ っ て そ の 日に戒

厳 令 支 持 が 決 定 さ れ た か らで あ る33)0そ の よ うな,マ ル コ ス に始 ま る商 総 の

政 治 的 利 用 は,後 の 大 統 領 に ま で 引 き継 が れ た。 マル コス の 後 大 統 領 に な っ

た ア キ ノ(CorazonAquino)は た び た び商 総 に対 して 外 国 投 資 を 増 や す 役

割 を 期 待 し,当 時 の 理 事 長 で あ った ドミ ンゴ ・ リー(李 永 年)は,そ の 台 湾

との 結 びつ き を 見 込 ま れ,ア キ ノ 大 統 領 の台 湾 担 当 ア ドバ イザ ー と して 任 命

さ れ た 。 事 実,台 湾 総 統 か らの フ ィ リ ピ ン支 援 の 申 し出 は,彼 を通 して 行 わ

れ た34)0
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5.む す び

1994年 に商総 は初めて公式に中国に使節団を派遣 した。使節団は当時の江

沢民主席や全国人民代表大会常務委員長である喬石などの国家首脳 との会談

のあと,故 郷広州や福建を訪問した。 また,訪 問後は,マ ニラにて商総メン

バーと在比中国大使 との食事会 も始めて開かれ,名 実 ともに,フ ィリピン中

国人の利益団体 としてみなされるようになった。 これによ り,中 国人社会内

での親中国,親 台湾勢力の緊張関係 も緩和された。

しか しながら,商 総内での熱烈な国民党支持者 は一定の勢力を保 ち,1995

年および1997年 の理事長選挙において熾烈な争いがされることとなる。1995

年,当 時理事長であったジミー ・タンは,国 民党勢力の後押 しを受 けた ピー

ター ・ユーによって挑戦を受けたが再選され,彼 の指揮の元,1996年11月 に

は,APECサ ミッ トによりマニラを訪問 した江沢民の訪問を受けた。1997

年には,親 台湾勢力の反対にあいなが らも,中 国へ第二の使節団を派遣 した。

この1995年 の,親 台勢力の敗北が,商 総のターニ ングポイン トになり,中 台

関係 においてよ り中立的な立場になった とされている。そのような,国 民党

の影響力の低下 と商総の指導力の低下は,た とえばラモス大統領が1993年 に

中国を訪問した際に,同 行 した六人の有力華商の うち商総 に所属する華商は

ルシオ ・タンだけで,そ の他の五名は商総 とは関係なかったことにも現れて

いる。タンを含め,フ ィリピンで財を成 した華商は,大 陸中国 との関係が深

く,し たが って台湾の影響下にある商総 との関係は総 じて希薄だった。

1975年 以降,多 くの中国人が現地国籍を取得 し,現 地生 まれの若い中国人

が増えるにつれ,政 治参加の手段 も拡大に増加 した。つま り,現 在の状況は,

組織の庇護がな くとも政治参加によって自身の利益を防衛する機会が格段に

増加 し,長 期的に見れば,商 総をは じめ とす る伝統的な中国人組織は,融 和

を阻む阻害要因としてのイメージを反映するものでしかな くなる可能性 もあ

る。 また,以 前であれば,コ ミュニティの指導者 は,自 身の個人的名声や権

力を確立 し,そ れ らの利益の現状維持のために中国人組織 を利用 した。その

ような機能は,中 国人の政治,社 会参加のチャネルが拡大 した現在において
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は,特 に戦後 フィリピンで生まれた中国人における影響力の低下は明 らかで

ある。そのような若い世代は,中 国生まれの第一世代の利益集団への傾倒に

対 して批判的であ り,そ の意味でも,「現地化」の進展は中国人組織の影響

力の低下をもた らしている。

東南アジアの中国人組織の基本的な特徴 として,植 民地か らの独立後,あ

るいは中国人が市民権を獲得する段階において,中 華総商会のような組織の

支配的地位は低下するのが共通の現象である。マ レーシアやシンガポール,

イン ドネシアにおいて中国人は国籍を取得す るや否や,政 党や政治組織を結

成 し自らの利益を代弁 させてお り,「傘型組織」である中華総商会の役割の

低下 は共通 して見られる現象である35)0フ ィリピンにおいては,国 籍取得の

過程は他の東南 アジア諸国より若干遅れ,独 立後ではな く1975年 の比中国交

正常化によって獲得 された関係上,他 国よりも現地化の伸展が遅れ,親 中親

台の政治的対立が長期にわたったことが特徴であるが,現 在では,若 い世代

は伝統的な組織 よりも,ラ イオンズクラブやロータリークラブといった近代

的な集まりに参加する傾向にあ り,そ れらクラブの 「中国人支部」,例 えば

「チャイナタウン・ライオンズ ・クラブ」のような支部を結成する傾向にあ

るという謝。

また,中 国人社会が政治的,経 済的危機に直面 した際の中華総商会をはじ

めとする傘型組織の反応 は,伝 統的にフィリピンの政治権力との 「静かな協

力」(QuietCollaboration)の もと,つ ねに衝突回避 的(Non-confronta-

tional)な 方法が選択されてきた`了〕。 これは,商 総の指導部がマラカニアン

との強固な結びつきを元 として,中 国人社会の保護 という名の下に自らの権

力を維持 してきたためであった。 しか しながら,フ ィリピンにおける中国人

の同化とそれに伴う政治参加の度合いが深まるにつれ,特 に1980年 代後半か

らは,そ のような伝統的交渉術に疑問符がつけられるようになった。特にフィ

リピン国民全体が戒厳令 によって政治参加の度合いを極端に制限されたこと

もあ り,ア キノ大統領の登場と普通選挙の再開によって大衆参加の政治が堰

を切 ったように拡大 し,そ の流れの一環 として,フ ィリピン中国人の政治参

加 も拡大 した。そのような中国人の政治参加の増大にしたがって,中 華総商

会など,「 静かな協力」を旨とする典型的な中国人組織はその影響力を低下
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しつつある。

そのような流れの中で,総 商による世界華商大会の招致 と成功は,急 成長

する祖国中国と一体 となった中国人組織による現地社会における巻き返 しと

位置づけることもできよう。また,こ れは,総 商がかつての政治色を払拭 し,

中国人同士の純粋な経済互助団体 として存在することを内外にアピールす る

機会とな った。大会パ ンフレットには,ア ロヨ大統領やデカス トロ副大統領

など政府要人か らの祝辞 と共に,工 商連合会や国際貿易委員会など中国か ら

の祝辞が続 き,台 湾か らの祝辞は掲載されていない3N)。出席者3000名 強の う

ち,中 国本土か らの出席者は三分の一にのぼるとされ,そ こに,総 商におけ

るかつての政治色は一掃 されている。近年の経済のグローバル化 と中国の台

頭は,フ ィリピンにおける中華総商会の従来の機能,す なわち中国人社会の

利益保護とコミュニティ内の権力闘争 という枠を超え,新 たな活躍の舞台を

提供 したといえるだろう。その意味で,今 後の総商の活動 はフィリピンにお

ける中国人社会の変化を探るうえで更に注視すべきものと思われる。

〈注>

1)中 国 人 社 会 に お け る 「傘 型 組 織 」 の 機 能 に つ い て は,陳 天 璽 「虹 の メ タ フ ァ ー に 見

る華 商 ネ ッ ト ワ ー ク の 本 質 」 「ア ジ ア 研 究 」Vol.48,No.1,January2000,p.52,
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